
告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
一
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四

十
九
号)

第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
定
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
を
次

の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

齋
藤

静
子

二

住
所

相
馬
郡
新
地
町
谷
地
小
屋
字
釣
師
二
十
七
番
地

三

認
定
取
消
し
の
年
月
日

平
成
二
十
年
四
月
七
日

(

消
防
保
安
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

年
四
月
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光
商
工
部
商

工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

リ
オ
ン
・
ド
ー
ル
門
田
店

会
津
若
松
市
東
年
貢
一
丁
目
四
十
四
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
津
若
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

国
道
百
十
八
号
を
南
方
面
か
ら
走
行
し
、
交
差
点
イ(

来
客
車
両
誘
導
経
路
図)

を
右
折
す
る

車
両
の
交
通
量
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
棟
が
開
店
し
一
定
期
間
経
過
後
に
、
交
流
量
調
査
を
実
施
す
る

こ
と
と
し
、
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
は
、
渋
滞
解
消
の
た
め
の
対
応
方
法
等
を
関
係
機
関
と
十
分
に

協
議
す
る
こ
と
。

２

国
道
百
十
八
号
線
南
方
面
か
ら
の
入
口
⑥(

来
客
車
両
誘
導
経
路
図)

へ
の
走
行
車
両
の
右
折

流
入
の
禁
止
を
促
す
た
め
、
看
板
等
を
出
入
口
付
近
に
設
置
し
国
道
上
で
の
事
故
や
渋
滞
等
を
発

生
さ
せ
な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

３

店
舗
東
側
の
地
元
住
民
等
の
交
通
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
や
周
辺
道
路
の
外

側
線
の
設
置
等
を
含
め
、
関
係
機
関
と
の
協
議
の
う
え
、
十
分
に
対
応
す
る
こ
と
。

４

荷
さ
ば
き
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
再
度
、
搬
入
搬
出
業
者
に
対
し
て
、
時
間
帯
や
経
路
の
遵
守

を
指
導
徹
底
す
る
こ
と
。

５

開
店
後
に
お
い
て
も
、
騒
音
や
光
害
等
に
よ
る
周
辺
住
民
か
ら
の
苦
情
等
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

速
や
か
に
誠
意
の
あ
る
対
応
を
行
う
こ
と
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

年
四
月
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
商
工
労
政
部
商
工
振

興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
認
定
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認

定
を
取
り
消
し
た
件

二
五
二

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ

い
て
意
見
が
あ
っ
た
件
四
件

二
五
二

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し

た
件

二
五
三

○
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と

を
認
可
し
た
件

二
五
三

○
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と

に
同
意
し
た
件

二
五
三

○
ふ
く
し
ま
県
民
の
森
施
設
等
の
使
用
料

の
徴
収
及
び
収
納
事
務
を
委
託
し
た
件

二
五
三

○
福
島
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
に

係
る
公
金
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
件

二
五
三

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ

る
件

二
五
四

公

告

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し

た
件
三
件

二
五
四

福
島
県
公
安
委
員
会

○
遺
失
物
法
施
行
令
に
よ
る
特
例
施
設
占

有
者
を
指
定
し
た
件

二
五
五

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
活
動
の
た
め
に
寄
附
を
受
け
又
は

支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と

な
っ
た
件

二
五
五



一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
ド
ー
郡
山
店

郡
山
市
西
ノ
内
二
丁
目
十
一
番
四
十
号

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
郡
山
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

年
四
月
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光
商
工
部
商

工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
会
津
若
松
本
店

会
津
若
松
市
町
北
町
大
字
始
字
深
町
十
四
番
地
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
会
津
若
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下｢
法｣

と
い
う
。)

第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

年
四
月
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
十
五
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
須
賀
川
市
産
業
部
商
工
観
光

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
須
賀
川
パ
ワ
フ
ル
館

須
賀
川
市
崩
免
二
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
須
賀
川
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
六
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
春
町

土
地
改
良
区
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
十
八
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
年
四

月
八
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
七
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
安
積
疏
水
土
地
改
良
区
が
久
留
米
地
区
基
盤
整
備
促
進
事
業(

農
業
用
用

排
水
施
設)

に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
四
月
四
日
認
可

し
た
。平

成
二
十
年
四
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
八
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
で
準
用
す
る
同
法

第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
い
わ
き
市
が
長
ノ
町
地
区
元

気
な
地
域
づ
く
り
交
付
金
事
業(

農
業
生
産
基
盤
整
備
一
般)

に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
四
月
二
日
同
意
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
徴
収
及
び
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容

ふ
く
し
ま
県
民
の
森
施
設
等
使
用
料
徴
収
及
び
収
納
事
務

二

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

財
団
法
人
ふ
く
し
ま
フ
ォ
レ
ス
ト
・
エ
コ
・
ラ
イ
フ
財
団

２

所
在
地

安
達
郡
大
玉
村
玉
井
字
長
久
保
六
十
八
番
地

三

徴
収
及
び
収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

(

森
林
整
備
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
金
の
収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
五
日
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公

告

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

委
託
し
た
事
務
の
範
囲
及
び
内
容

福
島
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
に
係
る
貸
付
金
の
償
還
金
の
収
納
の
事
務

二

受
託
者
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地

福
島
県
森
林
組
合
連
合
会

福
島
市
中
町
五
番
一
八
号

福
島
県
北
森
林
組
合

同

市
岡
部
字
前
田
一
三
七
番
地
一

郡
山
市
森
林
組
合

郡
山
市
�
瀬
町
多
田
野
字
本
郷
二
二
八

田
村
森
林
組
合

田
村
市
常
葉
町
西
向
字
堂
ヶ
入
六
二
番
地
七

ふ
く
し
ま
中
央
森
林
組
合

田
村
郡
小
野
町
大
字
小
野
新
町
字
知
宗
五
九
番
地
二

東
白
川
郡
森
林
組
合

東
白
川
郡
棚
倉
町
大
字
棚
倉
字
南
町
一
〇
〇
番
地
二

西
白
河
地
方
森
林
組
合

白
河
市
旭
町
一
丁
目
二
四
四
番
地
一

会
津
北
部
森
林
組
合

喜
多
方
市
字
舞
台
田
三
一
二
八
番
地
八

耶
麻
西
部
森
林
組
合

同

市
山
都
町
字
谷
地
二
二
八
一
番
地
一

西
会
津
町
森
林
組
合

耶
麻
郡
西
会
津
町
尾
野
本
字
樋
ノ
口
原
乙
一
四
六
〇

会
津
若
松
地
方
森
林
組
合

会
津
若
松
市
城
前
二
番
三
号

下
郷
町
森
林
組
合

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
豊
成
字
下
モ
六
二
七
六

田
島
町
森
林
組
合

同

郡
南
会
津
町
田
島
字
行
司
七
六

只
見
町
森
林
組
合

同

郡
只
見
町
大
字
只
見
字
宮
前
一
三
九
〇

伊
南
村
森
林
組
合

同

郡
南
会
津
町
小
塩
字
上
ミ
原
八
〇

舘
岩
村
森
林
組
合

同

郡
同

町
松
戸
原
五
一

相
馬
地
方
森
林
組
合

南
相
馬
市
原
町
区
錦
町
一
丁
目
三
四

飯
舘
村
森
林
組
合

相
馬
郡
飯
舘
村
草
野
字
本
町
八
三

双
葉
地
方
森
林
組
合

双
葉
郡
富
岡
町
大
字
小
良
ヶ
浜
字
市
ノ
沢
九
五
番
地

一

い
わ
き
市
森
林
組
合

い
わ
き
市
平
字
正
内
町
一
〇
七
番
地
三

福
島
県
木
材
協
同
組
合
連
合
会

福
島
市
中
町
五
番
一
八
号

福
島
県
郡
山
地
区
木
材
製
材
協
同
組
合

郡
山
市
田
村
町
金
沢
字
大
六

一
四
九
番
地
一
〇

東
白
製
材
協
同
組
合

東
白
川
郡
塙
町
大
字
台
宿
字
下
稲
荷
沢
三
八
五
番
地

一

相
馬
木
材
産
業
協
同
組
合

相
馬
市
光
陽
二
丁
目
二
番
地
一
二

原
町
木
材
製
材
協
同
組
合

南
相
馬
市
原
町
区
旭
町
二
丁
目
六
五

浪
江
製
材
協
同
組
合

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
権
現
堂
字
矢
沢
町
四
四
番
地
一

福
島
県
勿
来
地
区
木
材
製
材
協
同
組
合

い
わ
き
市
佐
糠
町
碇
田
一
一

三

収
納
の
事
務
を
委
託
す
る
期
間

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

(

林
業
振
興
課)

福
島
県
告
示
第
三
百
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

双
葉
郡
大
熊
町
大
字
野
上
字
姥
神
一
〇
の
三
、
一
二
の
四
、
一
二
の
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(

治
山
対
策
課)

公
告
第
百
九
十
二
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

上
三
寄
地
区
に
係
る
県
営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
の
工
事
は
平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日
完
了
し

た
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
百
九
十
三
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

天
満
地
区
に
係
る
県
営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
の
工
事
は
平
成
二
十
年
三
月
四
日
完
了
し
た
の
で

公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
五
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
百
九
十
四
号

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

高
田
中
央
地
区
に
係
る
県
営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
の
工
事
は
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
完
了

し
た
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
五
日
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
公
安
委
員
会

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第
１
７
号

遺
失
物
法
施
行
令
(平
成
19年
政
令
第
21号
)
第
５
条
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
､
特
例
施
設
占
有
者

と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
｡

平
成
20年
４
月
15日

福
島
県
公
安
委
員
会
委
員
長
松
本
忠
清

１
法
人
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

常
磐
興
産
株
式
会
社
福
島
県
い
わ
き
市
常
磐
藤
原
町
蕨
平
50番
地

取
締
役
社
長
斎
藤
一
彦

２
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

常
磐
興
産
株
式
会
社
レ
ジ
ャ
ー
リ
ゾ
ー
ト
事
業
部
ス
パ
リ
ゾ
ー
ト
ハ
ワ
イ
ア
ン
ズ
福
島
県
い
わ

き
市
常
磐
藤
原
町
蕨
平
50番
地

３
指
定
年
月
日

平
成
20年
３
月
18日

(会
計
課
)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後
政
治
活
動(

選
挙
運
動
を
含
む
。)

の
た
め
に
寄
附
を

受
け
、
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
政
治
団
体
と
な
っ
た
。

平
成
二
十
年
四
月
十
五
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

新

妻

威

男

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

摘
要

名

の
氏
名

安
島
き
よ
し
後
援
会

田
中

達
雄

八
田

俊
明

い
わ
き
市
平
字
佃
町
一
番

政
党

地

以
外

新
し
い
相
馬
市
を
創
る
勝

大
谷

彰

佐
久
間

清

相
馬
市
中
村
字
桜
ヶ
丘
一

同

手
連
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
Ｓ

登

九
六
│
二

飯
澤
年
男
後
援
会

鈴
木

伊
佐

西
間
木

信

須
賀
川
市
影
沼
町
二
五
〇

同

男

好

│
三

猪
狩
ま
も
る
後
援
会

猪
狩

守

猪
狩

哲
男

双
葉
郡
�
葉
町
北
田
字
堂

同

後
三
一

伊
藤
弘
明
後
援
会

高
橋

博

東
條

幸
喜

喜
多
方
市
字
舞
台
田
三
一

同

一
七
│
五

伊
藤
勝
後
援
会

伊
藤

勝

伊
藤

和
子

耶
麻
郡
西
会
津
町
野
沢
字

同

牧
乙
三
九
二

今
泉
文
克
後
援
会

稲
田

健
吉

曲
山

寛

岩
瀬
郡
鏡
石
町
鏡
沼
二
四

同

六

江
花
よ
し
ひ
ろ
後
援
会

三
瓶

英
才

原
田

典
彦

会
津
若
松
市
慶
山
二
丁
目

同

一
番
三
二
号

大
竹
隆
後
援
会

二
瓶

聡

猪
俣

左
恭

会
津
若
松
市
大
塚
二
丁
目

同

三
│
五

小
丸
哲
也
後
援
会

山
田

安
�

山
田

勤

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
小
丸

同

字
下
平
一
二

風
間
定
雄
後
援
会

風
間

定
雄

猪
俣

秀
孝

大
沼
郡
会
津
美
里
町
鶴
野

同

辺
字
舘
越
乙
三
四
二
│
一

加
藤
和
信
後
援
会

関

昌
弘

佐
久
間

建

二
本
松
市
油
井
字
福
岡
八

同

男

菅
野
忠
後
援
会

木
口

重

木
口

重

相
馬
市
石
上
字
�
沢
三
六

同

〇
│
三

菊
地
武
司
後
援
会

菊
地

武
司

吉
田

信
一

田
村
市
船
引
町
南
移
字
越

同

田
和
一
六
九

小
林
正
幸
後
援
会

門
馬

芳
武

門
馬

正
人

南
相
馬
市
小
高
区
大
井
字

同
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松
崎
一
五
〇

小
林
勇
治
後
援
会

五
十
嵐

和

小
林

勇

会
津
若
松
市
河
東
町
大
字

同

雄

郡
山
字
西
原
五
〇
番
地

斎
藤
も
と
お
後
援
会

小
桧
山

正

大
竹

洋
一

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
共

同

夫

和
字
上
馬
渡
一
四
〇

桜
井
勝
延
後
援
会

末
永

昇

斎
藤

文
子

南
相
馬
市
原
町
区
江
井
字

同

馬
場
五
四

佐
々
木
彰
後
援
会

阿
部

善
武

今
野

近

伊
達
市
霊
山
町
掛
田
字
西

同

裏
五
二
番
地
二

笹
島
久
之
亮
後
援
会

須
藤

正
則

松
浦

共
二

石
川
郡
浅
川
町
大
字
山
白

同

石
字
滝
ノ
下
三
八
八

｢

佐
野
和
枝｣

を
育
て

渡
部

利
廣

谷
澤

正
廣

会
津
若
松
市
門
田
町
工
業

同

る
会

団
地
六
番
地

十
文
字
重
康
後
援
会

芳
賀

憲
治

十
文
字

次

西
白
河
郡
矢
吹
町
大
和
内

同

郎

一
七
七

鈴
木
英
美
後
援
会

渡
部

幸
男

鈴
木

民
男

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
磐

同

根
字
草
湯
戸
六
四
三
番
地

政
治
結
社
正
義
社

横
山

武
彦

荒
井

元
明

郡
山
市
長
者
二
│
一
〇
│

同

一
五

政
治
結
社
大
日
本
国
友

田
村

剛

久
志
田

政

い
わ
き
市
常
磐
松
が
台
二

同

会

俊

西
白
の
会

国
井

常
夫

白
石

隆

白
河
市
字
北
裏
四
│
四
二

同

草
民
党

田
�

能
信

蛭
田

陽
一

西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
関

同

和
久
字
松
ヶ
沢
八
一

聡
明
会

君
島

勝
美

君
島

勝
美

南
会
津
郡
南
会
津
町
岩
下

同

三
七
七

高
野
光
二
後
援
会

高
野

光
二

中
内

良
信

南
相
馬
市
小
高
区
小
谷
字

同

江
戸
内
四
三

田
�
よ
し
の
ぶ
後
援
会

田
�

隆

田
�

範
子

西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
関

同

和
久
字
松
ヶ
沢
八
一
番
地

21
い
わ
き
ネ
ッ
ト

安
島

淑

大
久
保

健

い
わ
き
市
平
字
佃
町
一
番

同

蔵

地
の
一

の
ち
久
夫
後
援
会

野
地

久
夫

野
地

久
夫

二
本
松
市
下
川
崎
字
東
北

同

六
二

橋
本
と
し
い
ち
後
援
会

柳
沼

清
一

渡
辺

勝
一

田
村
市
大
越
町
上
大
越
字

同

町
二
二
五

長
谷
川
与
一
後
援
会

長
谷
川

輝

山
内

哲
男

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
渋
谷

同

栄

二
四
八
三

広
瀬
吉
彦
後
援
会

老
川

廣
美

春
日

力

須
賀
川
市
影
沼
町
一
〇
六

同

番
地

藤
宮
辰
巳
後
援
会

影
山

一
喜

藤
宮

辰
夫

郡
山
市
中
田
町
黒
木
字
落

同

合
四
三
〇

松
本
熊
吉
後
援
会

吉
田

正

渡
辺

武
弘

田
村
市
都
路
町
岩
井
沢
字

同

小
保
内
一
〇
〇

民
族
主
義
政
治
結
社
政

石
川

幸
市

黒
津

憲
生

須
賀
川
市
長
沼
字
子
ッ
コ

同

憂
社

橋
九
〇
│
二
一

笠
井
方

目
黒
一
雄
後
援
会

小
池

勇

佐
藤

忠
雄

大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
家

同

西
六
番
地
二

山
内
栄
一
後
援
会

山
内

栄
一

横
山

一
雄

大
沼
郡
会
津
美
里
町
和
田

同

目
字
和
泉
新
田
甲
一
四
六

〇
番
地

横
山
し
ゅ
ん
じ
後
援
会

小
林

貞
太

石
田

仁

大
沼
郡
会
津
美
里
町
字
布

同
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています

郎

才
地
六
七
七
│
一

横
山
精
一
後
援
会

鈴
木

稔

安
部

幸
雄

双
葉
郡
浪
江
町
棚
塩
字
越

同

福
堂
一

渡
辺
文
太
郎
後
援
会

尾
沢

吉
次

渡
辺

昌
夫

田
村
市
船
引
町
芦
沢
字
大

同

津
久
保
六
六

渡
辺
平
一
後
援
会

日
下
部

準

渡
辺

金
佐

二
本
松
市
原
セ
大
畑
三
二

同

六
│
一
番
地
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